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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線端末と通信し得る無線通信装置であって、
　前記無線端末から基地局に対して送信された接続要求を受信する受信手段と、
　前記接続要求の受信を契機として、前記無線端末に対して基地局と等価な通信動作を実
行する動作状態へ、前記通信動作を実行しない待機状態から切り替える制御を行う制御手
段と、
　を備えたことを特徴とする無線通信装置。
【請求項２】
　前記待機状態において、報知情報の送信を行わず、前記受信手段が前記接続要求を受信
した場合、前記制御手段は前記動作状態に切り替える制御を行い、
　前記動作状態において、報知情報を前記無線端末へ送信し、前記無線端末から前記接続
要求を受信した場合、前記基地局と同様の手順で前記無線端末との通信を確立する
　請求項１に記載の無線通信装置。
【請求項３】
　前記接続要求に対する前記基地局の応答の有無を判定する応答判定手段
　を更に備え、
　前記制御手段は、前記受信手段によって前記接続要求が受信された後、前記応答判定手
段によって前記接続要求に対する前記基地局からの応答が確認されないとき、前記待機状
態から前記動作状態に切り替える、
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　請求項１又は２に記載の無線通信装置。
【請求項４】
　前記応答判定手段は、前記基地局から発信される情報であって前記無線端末からの接続
要求が届いていないことを表す情報に基づいて、前記接続要求に対する前記基地局からの
応答が確認されないと判断する
　請求項３に記載の無線通信装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記受信手段が受信した前記接続要求の信号強度又は信号品質が所定
の値以上の場合に、前記動作状態へ切り替える、
　請求項１ないし４のいずれか一項に記載の無線通信装置。
【請求項６】
　前記接続要求が前記受信手段により受信されるときの、当該接続要求の信号強度又は信
号品質を予測する予測手段
　を更に備え、
　前記制御手段は、前記予測手段によって予測された前記信号強度又は前記信号品質が、
所定の値以上の場合に、前記動作状態へ切り替える、
　請求項１ないし５のいずれか一項に記載の無線通信装置。
【請求項７】
　前記動作状態において、前記基地局に代わって所定の制御網を中継先とする中継動作を
実行する手段、
　をさらに備えたことを特徴とする請求項１ないし６のいずれか一項に記載の無線通信装
置。
【請求項８】
　前記動作状態において、有線通信により前記基地局と通信を行う、
　請求項１ないし７のいずれか一項に記載の無線通信装置。
【請求項９】
　請求項１ないし８のいずれか一項に記載の無線通信装置を含み、前記基地局と前記無線
端末との間で無線通信を行うための無線通信システムであって、
　前記報知情報および前記接続要求を含み、前記基地局と前記無線端末との間で送受信さ
れ該無線端末の初期同期に必要な初期同期信号において、該基地局から該無線端末へ向か
う下り方向での初期同期信号の該無線端末による受信可能領域は、該無線端末から該基地
局へ向かう上り方向での初期同期信号が該基地局によって受信可能となる領域より広く設
定される、
　無線通信システム。
【請求項１０】
　無線通信装置が、
　無線端末から基地局に対して送信された接続要求を受信し、
　前記接続要求の受信を契機として、前記無線端末に対して基地局と等価な通信動作を実
行する動作状態へ、前記通信動作を実行しない待機状態から切り替える制御を行う
　制御方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　セルラ無線において、無線通信サービスがカバーされるエリアに基地局を設置する場合
、無線端末が少なくとも一つの基地局と無線通信できるように各基地局の配置が設計され
る。尚、一つの基地局がカバーするエリアは「セル」と呼ばれる。しかしながら、基地局
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を複数設置した場合でも、地形の制約や建物による遮蔽等の理由で、無線端末が何れの基
地局とも無線通信を行うことができないデッドスポットが存在することもありうる。
【０００３】
　一般的に、無線端末は、電源がオンになった後、予め設定された周波数をスキャンして
接続可能な基地局が存在するかどうかを検出し、検出した場合にその基地局との接続を試
みるべく該基地局に対して接続要求を出す。一方で、無線端末が基地局の存在を検出でき
ない場合は、電波の使用許可の有無等の理由によって無線端末が電波を送信することは許
されない。また、無線端末が基地局からの電波を受信できていたとしても、逆に無線端末
から出される接続要求の電波が基地局において認識できなければ、やはり無線端末と基地
局との間に通信を確立することができない。
【０００４】
　そこで、このような不都合を解消し無線端末と基地局との間の通信を確立するために、
中継局の設置が行われる。中継局は基地局からの電波を無線端末へ中継し、一方で無線端
末からの電波を基地局へと中継する。このように中継局を用いると、無線端末が基地局か
らの電波に直接応答するのに代えて、中継局からの電波に応答することで、結果的に基地
局と無線端末との間に通信を確立することができる。あるいは、無線端末が基地局へ向け
て発する電波を中継局が基地局へ中継し、基地局はその中継された電波を介して無線端末
からの電波を認識し、以後の通信を確立することができる。
【０００５】
　ここで、無線中継局の仕様については米国の学会ＩＥＥＥの下のＩＥＥＥ８０２．１６
ワーキンググループにおいて検討されており、ドラフトの仕様によれば、透過モードの中
継局と非透過モードの中継局が定義されている（非特許文献１を参照）。透過モードでは
無線端末は基地局から送られる報知情報を受信し、中継局はデータ通信のみを中継する。
一方、非透過モードでは、中継局は無線端末に対して基地局と等価であるように動作する
。したがって、通常基地局が送信している報知情報を基地局同様に常時送信しなければな
らない。
【０００６】
　また、無線端末と基地局とのマルチホップ接続において、消費電力を増加させること無
く、基地局への接続のための中継装置の存在を認識可能とする技術が公開されている（例
えば、特許文献１を参照。）。この技術では、中継を行う中継装置は、基地局からの制御
信号の受信スロットと同じ時間だけ所定の受信動作を行うようにすることで、消費電力の
抑制を図ろうとするものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－２５４１５５号公報
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】ＩＥＥＥ　ドラフト標準　Ｐ８０２．１６ｊ／Ｄ３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　無線端末と基地局との間の無線通信において、基地局からの報知情報が無線端末に届く
場合には、無線端末が基地局に対して接続要求を出す。しかし、この送出された接続要求
が基地局に届かなければ、基地局は無線端末を認識できず、このことは基地局が中継すべ
き無線端末の存在を認識しないということを意味するため、基地局が中継局に対して中継
動作を指示する契機にはなりえない。
【００１０】
　そこで、無線端末から出された接続要求を基地局に確実に届けるために、中継局を常に
中継動作ができる状態に立ち上げておこうとすると、中継局が中継動作のために常に電力
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を消費することになる。これは、いつ無線端末から接続要求が来るか分からない状況下で
は、電力の浪費につながる。また、中継局が中継動作できるように常に立ち上げられるこ
とで、基地局から送られる報知情報を、該中継局が常に送信することにもなるため、これ
もまた対象となる無線端末が存在するか分からない状況下では電波資源の無駄遣いにもな
り、場合によっては周囲の通信に妨害を与え、無線通信システム全体の性能劣化の一因と
なり得る。
【００１１】
　本件は、上記した問題に鑑み、無線端末と基地局との間の無線通信において中継局によ
る中継動作を行う場合、該中継局での消費電力の抑制や電波資源の無駄遣いを可及的に回
避することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために、無線端末と通信し得る無線通信装置は、前記無線端末から
基地局に対して送信された接続要求を受信する受信手段と、前記接続要求の受信を契機と
して、前記無線端末との間で基地局と等価な通信動作を実行する動作状態と、前記通信動
作を実行しない待機状態とを切り替える制御を行う手段とを備える。
【発明の効果】
【００１３】
　無線端末と基地局との間の無線通信において中継局による中継動作を行う場合、該中継
局での消費電力の抑制や電波資源の無駄遣いを可及的に回避する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】無線通信システムの概略構成を示す図である。
【図２】図１に示す通信システムに含まれる中継局において発揮される機能に従った、該
中継局の機能ブロック図である。
【図３】中継局において実行される、該中継局の起動処理のための第一のフロー図である
。
【図４Ａ】無線端末から出された接続要求を、中継局から基地局へ通知する際のランダム
アクセスチャネルでの第一の通知態様を示す図である。
【図４Ｂ】無線端末から出された接続要求を、中継局から基地局へ通知する際のランダム
アクセスチャネルでの第二の通知態様を示す図である。
【図５】中継局において実行される、該中継局の起動処理のための第二のフロー図である
。
【図６】中継局において実行される、該中継局の起動処理のための第三のフロー図である
。
【図７】中継局において実行される、該中継局の起動処理のための第四のフロー図である
。
【図８】基地局及び中継局に関する無線フレームの概略構成を示す図である。
【図９】中継局の機能ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　ここで、上述までの中継局および該中継局を含んで構成される無線通信システムの実施
の形態について、以下の図面に基づいて説明する。なお、以下に述べる実施形態の構成は
特許法が要求する要件を満たす範囲の例示であり、本発明の権利範囲は以下の実施形態の
構成に限定されない。
【実施例１】
【００１６】
　図１には、本件の２つの無線通信システム１がネットワークを介して接続されている状
態が示されている。各無線通信システムの構成は基本的には同じであるので、以下個別に
述べる必要がない場合は、一方の無線通信システム１について詳細に述べる。無線通信シ
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ステム１には、１つの基地局２が設けられている。この基地局２は、他の無線通信システ
ムにおける基地局２とネットワークを介して通信可能状態に接続されている。これにより
、基地局２の通信可能領域（以下、「セル」とも言う。）に存在する無線端末（図１中に
参照番号４、５で示される）は、同じ基地局２の通信可能領域に存在する無線端末や、他
の基地局２の通信可能領域に存在する無線端末と無線通信を行うことが可能となる。
【００１７】
　更に、無線通信システム１には、基地局２の他に中継局３も設けられている。この中継
局３は、基地局２からの電波をセル内の無線端末へ中継し、一方でセル内の無線端末から
の電波を基地局へ中継するという中継動作を行う。この中継動作により、基地局と無線端
末との間に通信を確立し、無線通信システム１のセルを拡大することが可能となる。
【００１８】
　次に、無線通信システム１における基地局２と無線端末４、５との無線通信の初期接続
を確立するための一般的なシーケンスについて説明する。先ず、基地局２は、ある一定の
同期信号と共に通信の確立されていない無線端末（例えば、電源投入された直後の端末等
）が、後に基地局２に対する接続要求を送信するためのランダムアクセスチャネルに関す
る情報を報知する。以下、この情報を報知情報と称する。そして、無線端末は、その報知
情報に対応する形で、当該ランダムアクセスチャネルで接続要求を基地局２に対して出す
ことで、基地局２が無線端末の存在を認識し、以降両者の間に通信が確立されることにな
る。
【００１９】
　ここで、無線通信システム１は、そのセル内を２つの領域Ｒ１、Ｒ２に大別することが
できる。領域Ｒ１は、基地局２からの報知情報が領域Ｒ１に存在する無線端末４には届け
られるが、無線端末４からの接続要求の信号が、基地局２には直接には届かない領域であ
る。従って、無線端末４から接続要求が出されたときは、中継局３による中継動作が行わ
れることで、無線端末４と基地局２との間の通信が確立される。一方で、領域Ｒ２は、基
地局２からの報知情報が領域Ｒ２に存在する無線端末５に届けられ、且つ無線端末４から
の接続要求の信号も、基地局２に直接には届く領域である。従って、無線端末５から接続
要求が出されたときは、中継局３による中継動作は行われずに、無線端末５と基地局２と
の間の通信が確立される。
【００２０】
　このように基地局２から無線端末４、５に向かう方向（以下、「下り方向」とも言う。
）での無線端末による受信可能領域（Ｒ１）が、各無線端末から基地局２に向かう方向（
以下、「上り方向」とも言う。）での無線端末の基地局２への送信可能領域（Ｒ２）より
広く設定されることで、無線端末の初期同期に必要な報知情報が無線端末に届く領域と、
それに対応する接続要求が基地局へと届けられる領域とがアンバランス状態（図１に示す
状態）となる。しかし、上述したように無線通信システム１には中継局３が含まれるため
、この中継局３による中継動作を利用することで、領域Ｒ１に存在する無線端末（例えば
、無線端末４）でも結果的に基地局２と通信を確立することが可能となる。即ち、この領
域Ｒ１とＲ２のアンバランス状態は、基地局２を拠点とした無線通信システム１のセル領
域を拡大することに貢献する。
【００２１】
　このように領域Ｒ１とＲ２のアンバランス状態を形成するためには、以下に示す（１）
～（５）の方法が採用できる。尚、これらの各方法は従来からの技術によるものであるか
らその詳細な説明については割愛する。
【００２２】
　（１）下り方向における初期同期信号の送出レベルを、上り方向における初期同期信号
の送出レベルより高く設定する。
【００２３】
　（２）下り方向における初期同期信号の変調方式を、上り方向における初期同期信号の
変調方式より低く設定する。
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【００２４】
　（３）下り方向における初期同期信号の符号化率を、上り方向における初期同期信号の
符号化率より低く設定する。
【００２５】
　（４）基地局２との無線通信においてスペクトル拡散通信を行う場合には、下り方向に
おける初期同期信号の拡散率を、上り方向における初期同期信号の拡散率より高く設定す
る。
【００２６】
　（５）下り方向における初期同期信号を繰り返し符号送信にて送出する。
　尚、これらの各方法はいずれかを利用してもよく、また複数の方法を組み合わせて利用
してもよい。
【００２７】
　中継局３では、その中継動作は間欠的に行われる。即ち、中継局３は常時中継動作を行
うのではなく、無線端末４、５からの接続要求に応じて中継動作を行う必要があるときに
中継動作を行う。このようにすることで、中継局３の起動によって生じる電力消費や周波
数資源の無駄遣いを抑制することが可能となる。そこで、この中継局３の起動のために実
行される一連の処理において、中継局３内で発揮される各機能を機能部として図２にイメ
ージ化した。これらの各機能部の機能は、主に中継局２内の制御装置で所定の制御プログ
ラムが実行されることで発揮される。以下に、各機能部の相関を中心に説明する。
【００２８】
　先ず、中継待機部３１は、無線端末４、５を含む無線端末からの接続要求の受信以外の
、中継動作に関する処理を停止させ、中継局３を中継待機状態に置く。従って、中継待機
部３１によって中継待機状態とされる中継局３は、無線端末４、５等からの接続要求の受
信以外には電力を消費しない。ここで、この無線端末４、５等からの接続要求の受信する
ために、基地局２から発せられる上記報知情報に基づいて、各無線端末の接続要求送出に
使用される上記ランダムアクセスチャネルの受信動作が行われることになる。そして、接
続要求検出部３２は、中継待機部３１によるランダムアクセスチャネルの受信動作を介し
て、基地局２からの報知情報に対応した無線端末（本実施例の場合は、無線端末４、５）
からの接続要求を検出する。
【００２９】
　次に、応答判定部３３は、接続要求を出した各無線端末に対して基地局２が応答したか
否かを判定する。また、予測部３４は、中継局３によって中継動作を安定的に行うことが
可能であるか判断するための、各無線端末からの接続要求の信号強度や信号品質を予測す
る。基地局通信確立部３５は、基地局２と中継局３との通信が確立されていない場合はそ
れを確立し、既に確立されている場合はその通信を維持する。中継動作部３６は、上記各
機能部の処理結果に基づいて、受信した無線端末からの接続要求を基地局２に通知し、そ
の後、中継待機状態から中継動作状態に移って無線端末と基地局２との通信の中継を行う
。
【００３０】
　ここで、上述までの各機能部を有する中継局３が、中継動作を停止している状態から起
動するための起動処理について、図３、４Ａ、４Ｂに基づいて説明する。尚、当該中継局
起動処理は、一例として、基地局２に対して直接、接続要求を届けることができない無線
端末４に対応して行われるものである。先ず、Ｓ１０１では、上記中継待機部３１によっ
て無線端末４からの接続要求が受信されたか否かが判定される。ここで否定判定されると
、Ｓ１０２において同じく中継待機部３１によって中継局３の中継動作の待機状態が維持
される。また、Ｓ１０１で肯定判定されるとＳ１０３へ進み、上記接続要求検出部３２に
よって、無線端末４からの接続要求が検出される。
【００３１】
　そして、Ｓ１０３で無線端末４からの接続要求が検出されたことを契機として、Ｓ１０
４以降において中継局３の起動が開始される。先ず、Ｓ１０４では、中継局３自身の基地
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局２への接続要求を、ランダムアクセスチャネルで基地局２に送信する。即ち、中継局３
が起動していなかった状態では中継局３を基地局２へ接続しておく必要も無いため、無線
端末４のための中継局３の起動に併せて、該中継局３と基地局２との間の通信も改めて確
立しようとするものである。そして、Ｓ１０４の処理後、基地局２からの応答を待って、
中継局３と基地局２との間に通信が確立される（Ｓ１０５の処理）。これらＳ１０４及び
Ｓ１０５の処理は、基地局通信確立部３５によって行われる。尚、中継局３と基地局２と
の間に既に通信が確立されている場合には、Ｓ１０４及びＳ１０５の処理は行う必要は無
い。
【００３２】
　中継局３と基地局２との間に通信が確立されると、それを利用して中継動作部３６によ
って無線端末４から出された接続要求が基地局２へと通知される（Ｓ１０６の処理）。こ
のように中継局３は、無線端末４から出された接続要求を、無線端末４に代わって基地局
２へ通知することで、結果的に無線端末４と基地局２との間に通信を確立し、中継待機状
態から中継動作状態へ移行することが可能となる。そして、このとき中継局３の起動は接
続要求検出部３２による接続要求の検出を契機とすることで、中継局３の起動が調整され
ることになり、以て中継局で消費される電力や使用される周波数資源がいたずらに拡大す
ることを抑制できる。
【００３３】
　ここで、中継動作部３６による中継待機状態から中継動作状態への移行のための、接続
要求の基地局２への通知方法の別の形態として、図４Ａ又は図４Ｂに示す方法が採用可能
である。例えば、図４Ａに示す方法では、基地局２へ向かう上り方向であって、無線端末
４が使用するランダムアクセスチャネル上で上記接続要求を送信する。この際、中継局３
側で接続要求信号の増幅が行われる。また、図４Ｂに示す方法では、無線端末４が使用す
るランダムアクセスチャネルの端末送信用エリアとは異なる通知専用エリアを使用して、
上記接続要求を基地局２に送信してもよい。この場合、基地局２は、送信された接続要求
が無線端末４から直接届けられたものではなく、中継局３によって中継されたものである
ことを認識できる。
【実施例２】
【００３４】
　次に、中継局２の起動処理の第二の実施例について、図５に基づいて説明する。尚、図
５に示す制御フロー中の処理のうち、図３に示す制御フローの処理と同一のものについて
は、同一の参照番号を付すことでその詳細な説明は省略する。本実施例に係る中継局起動
処理では、上記Ｓ１０３の処理が終了すると、Ｓ２０１の判定処理が行われる。Ｓ２０１
では、上記応答判定部３３によって、無線端末から出された接続要求に対応して基地局２
から応答があるか否かが判定される。各無線端末からランダムアクセスチャネルで接続要
求が行われた後の基地局２のシーケンスは一般的に決められているので、応答判定部３３
がこのシーケンスを監視することで、Ｓ１０３で検出された接続要求を発した無線端末に
対して、基地局２が応答したか否かが判定できる。
【００３５】
　図１に示す位置に存在する無線端末４、５については、無線端末５は領域Ｒ２内に存在
しており自己が出した接続要求を基地局２が認識することが可能であるため、基地局２か
ら当該接続要求に応答する処理が行われる。従って、応答判定部３３がこの処理を監視す
ることで、無線端末５については、基地局２からの応答があるとの判定、即ち肯定判定が
為される。一方で、無線端末４は領域Ｒ２内に存在しておらず自己が出した接続要求を基
地局２が認識することが可能ではないため、基地局２から当該接続要求に応答する処理が
行われない。従って、応答判定部３３がこの処理を監視することで、例えばＳ１０３での
接続要求検出から一定時間経過後に基地局２からの処理が無いことをもって、無線端末４
については、基地局２からの応答が無いとの判定、即ち否定判定が為される。
【００３６】
　このようにＳ２０１で肯定判定がされると、無線端末５と基地局２との間では直接無線
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通信が可能となるため、中継局３を起動する必要はないことになる。従って、この場合は
、本中継局起動処理を終了する。また、Ｓ２０１で否定判定がされると、無線端末５と基
地局２との間では直接無線通信を行うことができないため、Ｓ１０４以降の処理によって
中継局３の起動が開始される。以上より、中継局３の起動がより的確に調整されることに
なり、以て中継局３で消費される電力や使用される周波数資源がいたずらに拡大すること
を抑制できる。
【実施例３】
【００３７】
　次に、中継局２の起動処理の第三の実施例について、図６に基づいて説明する。尚、図
６に示す制御フロー中の処理のうち、図３に示す制御フローの処理と同一のものについて
は、同一の参照番号を付すことでその詳細な説明は省略する。本実施例に係る中継局起動
処理では、上記Ｓ１０３の処理が終了すると、上記応答判定部３３によってＳ３０１とＳ
３０２の処理が行われる。Ｓ３０１では、基地局２から応答状況情報を受信する。この応
答状況情報は、基地局２が認識している無線端末からの接続要求の有無に関する情報であ
る。本実施例においては、基地局２がその存在を認識すべき無線端末（例えば、無線端末
４、５が直前まで基地局２と通信を行っていたが、何等かの理由でこれらの無線端末との
通信が切断されてしまった場合の無線端末４、５や、予め移動領域が領域Ｒ１又はＲ２内
に設定され基地局２と無線通信が行われることが決められている無線端末等）からの接続
要求が、該基地局２に届いていないことを積極的に表す情報を、応答状況情報とする。Ｓ
３０１の処理が終了すると、Ｓ３０２へ進む。
【００３８】
　Ｓ３０２では、Ｓ３０１で受信された応答状況情報に基づいて、Ｓ１０３で検出された
接続要求を出した無線端末を、基地局２が認知して応答したか否かが判定される。これに
より、基地局２自身から出された応答状況情報を利用することで、無線端末からの接続要
求に対する応答の有無を容易に判定することができる。そして、Ｓ３０２で否定判定され
ると、中継局３による中継動作を開始するためにＳ１０４以降の処理が行われ、Ｓ３０２
で肯定判定されると、本中継局起動処理を終了する。尚、基地局２の応答をより確実に判
定するために、先に示した図５のフロー中のＳ２０１の判定処理を併せて行ってもよい。
以上より、中継局３の起動がより的確に調整されることになり、以て中継局３で消費され
る電力や使用される周波数資源がいたずらに拡大することを抑制できる。
【実施例４】
【００３９】
　次に、中継局２の起動処理の第四の実施例について、図７に基づいて説明する。尚、図
７に示す制御フロー中の処理のうち、図３に示す制御フローの処理と同一のものについて
は、同一の参照番号を付すことでその詳細な説明は省略する。本実施例に係る中継局起動
処理では、上記Ｓ１０３の処理が終了すると、Ｓ４０１とＳ４０２の判定処理が行われる
。Ｓ４０１では、図５に示すＳ２０１と同様に、上記応答判定部３３によって、無線端末
から出された接続要求に対応して基地局２から応答があるか否かが判定される。このＳ４
０１で肯定判定されると本中継局起動処理を終了し、Ｓ４０１で否定判定されるとＳ４０
２の判定処理が行われる。尚、図７に示すＳ４０１の判定とＳ４０２の判定の順序は逆で
あっても構わない。
【００４０】
　Ｓ４０２では、上記予測部３４によって、Ｓ１０３で検出された接続要求の信号強度も
しくは信号品質が、既に基準となる信号強度や信号品質を満たしているか否かが判定され
、又は、当該接続要求を出した無線端末から今後届く信号の強度と品質、換言すると今後
中継局３が中継動作を行うときに当該無線端末から届く信号の強度と品質を予測し、その
予測結果が基準となる信号強度等を満たしているか否かが判定される。この判定は、後に
中継局３によって行われる中継動作を安定的に行うために、無線端末との中継局３との間
の良好な通信状態を担保するために行われる。
【００４１】
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　ここで、予測部３４による無線端末からの信号強度等の予測は、無線端末から接続要求
が出される際のシーケンス等に基づいて行ってもよい。例えば、無線端末から出される接
続要求の信号強度等が時間の経過に伴って大きくなる場合、予測部３４は、Ｓ４０２の処
理時点での信号強度等と実質的な中継動作が開始されるまでの時間とを考慮して、当該中
継動際開始時に信号強度等がどの程度まで変化するかを、無線端末での信号強度等の変化
率に基づいて予測する。そして、Ｓ４０２で肯定判定されると、中継局３による中継動作
を開始するためにＳ１０４以降の処理が行われ、Ｓ４０２で否定判定されると、本中継局
起動処理を終了する。以上より、中継局３の起動がより的確に調整され、また中継局３に
よる中継動作が行われた場合、当該中継動作を安定的に行うことができる。
【実施例５】
【００４２】
　これまで述べてきた中継局の動作では、無線端末による接続要求信号の検出あるいはそ
れに加えて基地局からの応答がないことや基地局による応答状況情報などによって中継動
作の起動を行い、無線端末と基地局の間の信号の中継を行う例であった。一方、中継局の
中には、上述したＩＥＥＥ８０２．１６ドラフト標準による非透過モード中継局のように
中継局自身が無線端末に対して基地局と等価にふるまう動作を考えることもできる。この
タイプの中継局においても、これまで述べてきた中継局に関する技術的思想を同様に適用
でき、無線端末による接続要求信号の検出あるいはそれに加えて基地局からの応答がない
ことや基地局による応答状況情報などによって基地局と等価なモードの中継動作を開始す
ることもできる。この場合には、無線端末は最初の接続要求に対する接続が得られなくて
も、それを契機として起動した、基地局と等価な動作を行う中継局に対して新たに接続要
求を発することによってこの中継局との通信を確立し、該中継局は透過通信状態へ移行す
ることで、通信を開始することができる。即ち、当該中継局に代替的な基地局としての役
割を担わせるものである。
【００４３】
　無線端末に対して基地局と等価な動作を行うタイプの中継局に対しては、その中継局と
基地局の間の通信は、別途確立されている中継局と基地局の間の無線通信であるばかりで
なく、別途確立された有線通信であっても構わない。更に、有線通信を使う場合の、無線
端末に対して基地局と等価な動作を行うタイプの中継局は、その中継先は基地局に限る必
要はなく、他の通常の基地局と同様に、通信ネットワーク上の装置（制御網）であっても
差し支えない。
【実施例６】
【００４４】
　本実施例では、図８に示すように、基地局は、同期確立に用いられるプリアンブル信号
、下りリンクにおけるバーストデータの送信領域情報（送信周波数、送信タイミング等の
送信に用いられる無線リソースの情報であって、ＤＬＭＡＰ情報と称する）、上りリンク
におけるバーストデータ（ランダムアクセス信号含む）の受信領域情報（ＵＬＭＡＰ情報
と称する）を送信する。一方で、無線端末は、プリアンブル信号を受信して基地局の無線
フレームに同期し、ＵＬＭＡＰ情報、ＤＬＭＡＰ情報を受信する。無線端末は、割り当て
られたコネクションＩＤに基づいて、ＭＡＰ情報に自端末に関する送信領域情報、受信領
域情報が含まれるか検索し、含まれる場合には、対応する送信領域、受信領域でデータを
受信する。ここで、ＵＬＭＡＰ情報は、ランダムアクセス信号の送信領域を指定する情報
も含み、無線端末は、その情報で指定された送信領域でランダムアクセス信号を送信する
。
【００４５】
　さて、中継局は、無線端末同様に、まず、プリアンブル信号を受信して同期処理を行い
、ＭＡＰ情報を受信して、無線端末からランダムアクセス信号を送信する際に利用される
無線リソースを特定する。尚、中継局の構成は、図９に示されたように、無線信号の送受
信を行う送受信部と、送受信部を制御するとともに、送受信部との間で送受信データをや
りとりする制御部とを備える。以下、中継局の動作は、制御部により実行される制御であ
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る。
【００４６】
　その後は、基地局から送信されるＭＡＰデータ（報知情報）を受信しないようにする。
好ましくは、プリアンブルも受信しないが、基地局が送信する無線フレームへの同期のた
めのプリアンブルを毎フレーム又は、複数のフレームで１回といったような間欠受信を行
う。
【００４７】
　一方、中継局は、ＲＡ１の受信処理を毎フレーム行う。そして、ＲＡ１において無線端
末からランダムアクセス信号（接続要求信号）を受信した場合には、受信したランダムア
クセス信号の中継処理を行うとともに、基地局から送信されるＭＡＰ情報の受信処理を開
始する。また、中継局自身もプリアンブル信号、ＭＡＰ情報、バーストデータ（上り、下
り）の送受信を開始する（開始前はプリアンブル信号、ＭＡＰ情報、バーストデータ（上
り、下り）の送受信を行っていない）。その際、上りバーストデータには、無線端末にラ
ンダムアクセス信号の送信を許容する送信領域（ＲＡ２）を設定してもよい。
【００４８】
　中継局は、基地局からのＭＡＰ情報を受信することで、基地局との間での無線通信パス
を確立する。その際、無線端末同様に、ランダムアクセス信号を基地局に送信することで
無線通信パスを確立（コネクションＩＤ等の再設定によりＭＡＰ情報によりデータの送受
が可能な状態する）してもよい。従って、中継局は、基地局又は自局におけるスケジュー
リングに従ったＭＡＰ情報を送信することで、無線端末との無線通信を行い、そこで受信
したデータを基地局に送信する中継動作を行うとともに、基地局から受信したデータを無
線端末に送信する中継動作を行う。
【００４９】
　尚、中継局は、無線端末に対する無線フレームの送信の契機として、先のようにＲＡ１
において無線端末からのランダムアクセス信号を検出したこととすることもできるが、別
なる条件を含めてもよい。例えば、基地局の応答があるということは無線端末と基地局が
通常に通信ができることを意味するのであるから、該基地局が応答信号を送信しないこと
を条件としてもよい。その際、基地局は、無線端末から直接ランダムアクセス信号を受信
する場合もあるし、中継局から中継送信されたランダムアクセス信号を受信する場合もあ
る。
【００５０】
　また、中継局は、基地局から、ランダムアクセス信号に対して応答を行ったかどうかの
通知を受けることもできる。中継局はランダムアクセス信号を検出したが、基地局はそれ
の検出できない場合があり、基地局からの通知によりそのような場合を検出し、中継局自
身もプリアンブル信号、ＭＡＰ情報、バーストデータ（上り、下り）の送受信を開始する
こともできる。
【００５１】
　また、中継局は、ランダムアクセス信号の受信レベル又は受信品質が所定の基準を超え
る場合に、受信したランダムアクセス信号の中継処理を行うとともに、基地局から送信さ
れるＭＡＰ情報の受信処理を開始し、中継局自身もプリアンブル信号、ＭＡＰ情報、バー
ストデータ（上り、下り）の送受信を開始することもできる。中継局から離れた無線端末
のランダムアクセス信号の受信により、消費電力を浪費しないようにすることができるか
らである。
【００５２】
　＜その他＞
　更に、本実施の形態は以下の発明を開示する。各項に開示される発明は、必要に応じて
可能な限り組合せることができる。
【００５３】
　（付記１）
　無線端末と基地局の間の無線通信を中継する中継局であって、
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　前記基地局からの報知情報に対応して前記無線端末から出される該基地局への接続要求
を受信可能としつつ、該基地局と該無線端末との間での中継通信を中継待機状態とする中
継待機部と、
　前記中継待機部による中継待機状態において、前記無線端末から出される該基地局への
接続要求を検出する接続要求検出部と、
　前記中継待機部による中継待機状態時に前記接続要求検出部により接続要求が検出され
ることで、該中継待機状態から中継動作状態に移り前記無線端末と前記基地局との間の無
線通信を中継する中継動作部と、
　を備える、無線通信用中継局。
【００５４】
　（付記２）
　前記接続要求検出部によって前記無線端末から出された接続要求に対する、前記基地局
の応答の有無を判定する応答判定部を、更に備え、
　前記中継動作部は、前記接続要求検出部によって接続要求が検出され、且つ前記応答判
定部によって該接続要求に対する前記基地局からの応答が確認されないとき、前記中継待
機状態から前記中継動作状態に移り前記無線端末と前記基地局との間の無線通信を中継す
る、
　付記１に記載の無線通信用中継局。
【００５５】
　（付記３）
　前記応答判定部は、前記基地局から発信される情報であって該基地局の無線端末からの
接続要求への応答状況に関する情報に基づいて、前記接続要求に対する該基地局の応答の
有無を判定する、
　付記２に記載の無線通信用中継局。
【００５６】
　（付記４）
　前記中継動作部は、前記無線端末から出された後に前記中継局で受信される前記接続要
求の信号強度、もしくは該接続要求の信号品質に基づいて、前記中継動作状態への移行を
判断する、
　付記１に記載の無線通信用中継局。
【００５７】
　（付記５）
　前記無線端末から出される接続要求が、前記中継局にて受信されるときの、該接続要求
の信号強度、もしくは該接続要求の信号品質を予測する予測部を、更に備え、
　前記中継動作部は、前記予測部によって予測された前記接続要求の信号強度もしくは該
接続要求の信号品質に基づいて、前記中継動作状態への移行を判断する、
　付記４に記載の無線通信用中継局。
【００５８】
　（付記６）
　前記中継動作部は、前記中継待機状態から前記中継動作状態部への移行を行う代わりに
、前記無線端末に対する前記基地局と等価な通信動作を行う等価通信状態へ移行し、該無
線端末との間で無線通信を行う、
　付記１から付記５の何れかに記載の無線通信用中継局。
【００５９】
　（付記７）
　前記中継動作部は、有線通信により前記基地局と前記無線通信用中継局との間の通信を
行う、
　付記６に記載の無線通信用中継局。
【００６０】
　（付記８）
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　前記中継動作部は、前記有線通信により、前記基地局に代えて所定の制御網を中継先と
する中継動作を行う、
　付記７に記載の無線通信用中継局。
【００６１】
　（付記９）
　付記１から付記８の何れかに記載の中継局を含み、前記基地局と前記無線端末との間で
無線通信を行うための無線通信システムであって、
　前記報知情報および前記接続要求を含み、前記基地局と前記無線端末との間で送受信さ
れ該無線端末の初期同期に必要な初期同期信号において、該基地局から該無線端末へ向か
う下り方向での初期同期信号の該無線端末による受信可能領域は、該無線端末から該基地
局へ向かう上り方向での初期同期信号の該無線端末による送信可能領域より広く設定され
る、
　無線通信システム。
【００６２】
　（付記１０）
　前記下り方向での前記初期同期信号の送出レベルは、前記上り方向での該初期同期信号
の送出レベルより高く設定される、
　付記９に記載の無線通信システム。
【００６３】
　（付記１１）
　前記下り方向での前記初期同期信号の変調方式は、前記上り方向での該初期同期信号の
変調方式より低く設定される、
　付記９に記載の無線通信システム。
【００６４】
　（付記１２）
　前記下り方向での前記初期同期信号の符号化率は、前記上り方向での該初期同期信号の
符号化率より低く設定される、
　付記９に記載の無線通信システム。
【００６５】
　（付記１３）
　前記下り方向での前記初期同期信号は、繰り返し符号送信によって送出される、
　付記９に記載の無線通信システム。
【００６６】
　（付記１４）
　前記基地局と前記無線端末との間での無線通信はスペクトル拡散通信によって行われ、
　前記下り方向での前記初期同期信号のスペクトル拡散率は、前記上り方向での該初期同
期信号のスペクトル拡散率より高く設定される、
　付記９に記載の無線通信システム。
【００６７】
　（付記１５）
　無線端末と基地局の間の無線通信を中継する中継局の制御方法であって、
　前記基地局から送信されたランダムアクセス信号の受信領域情報を受信すると、該基地
局から送信されるバーストデータの送信領域情報の受信を規制する制御を行うステップと
、
　前記ランダムアクセス信号の受信領域情報に従って、ランダムアクセス信号の検出処理
を実行するステップと、
　前記無線端末から送信されたランダムアクセス信号を検出し、前記基地局から送信され
るバーストデータの送信領域情報の受信制御を再開して該基地局との間の通信パスを確立
するステップと、
　を含む、中継局の制御方法。
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【符号の説明】
【００６８】
　　１・・・・無線通信システム
　　２・・・・基地局
　　３・・・・中継局
　　４・・・・無線端末
　　５・・・・無線端末
　　Ｒ１・・・・受信可能領域
　　Ｒ２・・・・送信可能領域
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